
平成29年5月24日 16:30以降解禁 

平成２９年 ５月１９日 

資料提供先 福山市政記者クラブ 

特殊車両に対する指導取締を実施します！！ 
～違反車両撲滅のため取締を強化～ 

◎実施概要 

■ 日  時： 平成２９年５月２４日(水) 14:00～16:00 

（雨天等で取締を中止する場合があります。詳細については次頁を参照。） 

■ 場 所： 一般国道 2号 大門
だいもん

取締基地（下り） 

（所在地: 福山市大門町野々
だいもんちょうのの

浜
はま

地内） 

■ 協力機関： 広島県警察本部 交通部 交通機動隊

■ 留意事項： 報道解禁は、取締日の１６時３０分以降とさせていただきますので、

ご協力をお願いいたします。 

なお、取締時のカメラ取材は可能です。 

一定の大きさや重さを超える車両（特殊車両）が道路を通行する場合は、道路法に基づく 

許可が必要となります。（別紙－１参照） 

福山河川国道事務所では、特殊車両の適正な運行がなされるよう継続的な取締を実施し

ています。この度、広島県警察の協力のもと、上記のとおり取締を実施しますのでお知ら

せします。 
平成２６年５月９日に策定された「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」に基づき、

国民の財産である道路をきわめて大きく傷める重量超過の悪質違反者には厳罰化を、適正に道路を利用し

て物流を支える方にはより使いやすくといったメリハリの効いた取り組みを進めています。（別紙－２、 

別紙－３参照） 

国土交通省ＨＰ http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000420.html 

【お問い合わせ先】国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 

副  所 長 畑中
はたなか

 稔
みのる

【担 当】道路管理第一課長 立岩
たていわ

 晃
あきら

 TEL(084）923-2553 (ダイヤルイン） FAX(084）923-2558 

 ホームページ http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/ 

【広報担当窓口】調査設計第二課長 岡本
おかもと

 慎二
し ん じ

 TEL(084）923-2510 (ダイヤルイン）

お知らせ 



（別紙－１） 

拡 大 図

大門取締基地(下り）【写真】

■雨天等により中止する場合について 

雨天等により中止することがありますが、改めて記者発表は行いませんのでご了承 

ください。取材にあたっては、当日朝、８時３０分から１２時までに下記連絡先で電 

話確認をお願いします。 

（連絡先）国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 

     道路管理第一課 立岩 

     TEL(084）923-2553 (ダイヤルイン） 

出典：国土地理院「地理院地図（電子国土Ｗｅｂ）」

加工：福山河川国道事務所



※平成２９年度取締結果 

国道 2号 取締回数 取締台数 

違反台数 

上段：措置命令 

下段：警告書 

上 り 1 1 
0 

1 

下 り 0 0 
0 

0 

車両重量計測イメージ 

車両寸法計測イメージ 

※ 掲載の車両写真は、取締の状況写真であり違反の車両ではありません。 



別紙－１





1

道路が損傷する大きな原因には、定められたルールを守らず通
行することなどが上げられています。特に、過積載車両が橋梁
や舗装に大きな影響を及ぼします。

過積載車両が橋梁や舗装へ及ぼす影響

橋の裏面の様子（床版） 橋桁の破断

別紙－２



○道路法 条 無許可 よ 万円以下 罰⾦ 等

参考 悪質 重量制限違反者への告発 レッドカード ついて

． % 重量を違法 超過した⼤型⾞両※ 道路橋 劣化 与え 影
響 全交通 約９割を占 ⼀部 違反⾞両 道路を劣化さ 主要
因 い

軸重 ン車 道路橋 与える影響 、軸重 ン車 約 相当

背 景

※車両総重量 0tを超える違反車両

自動計測装置

全国 9箇所

設置

ータ 試

算

図 道路橋 劣化 与える影響

基準 倍以上 重量超過 悪質違反者 厳罰化⇨現地取締 違反を確認した場合 告発
がﾚ ﾄﾞｶ ﾄﾞ

告発 る罰則

◆車両総重量 基準× 上 車両

、特車通行許 車両 、 基準× 許 総重量 基準

○⾞両総重量 ⼀般的制限値 国管理道路 最⼤ ７ｔ を基準 し 下記 該当 場合
当該総重量違反 事実を 告発 レッドカード 対象 しま 基準 い ⾞両制
限令第 条並び ⾞両 通⾏ 許可 ⼿続 等を定 省令第 条及び第 条 掲 表中 うち該当
総重量 よ

7t

基準＝一般的制限値 ７ｔ セミ レーラ連結車 バン型 例

7t基準× ＝ ｔ

レッ カー 条件： 総重量 t 上
○無許 セミ レーラ連結車 バン型 で レッ カー 例

※ お ⾞両総重量 基準 倍 達し い場合 あ ⾞両総重量違反 現認さ た場合 積載物 軽減措置
通⾏ 中⽌等を命 是正指導等 ⾏わ あ ま また 常習的 違反 ⾏わ い 確認さ
た場合 あ 現⾏通達 基 い 告発 対象 あ ま

※ 車両制限 第 条第 項 定める 特例 車種 外 車両 係る一般的制限値 基準 、最大 ｔ 国管理道路 場合

告発対象者 条件

別紙－３




